
令和３年度全国特別支援教育センター協議会

総会 議事次第

日時 令和３年７月２９日（木）１０：００～１１：００

(国立特別支援教育総合研究所事業説明 １１：００～１２：００)

会場 WEBによる開催（Zoom）

＜開会＞

１．全国特別支援教育センター協議会会長挨拶

２．議長選出

３．議事

（１）令和２年度事業報告（案）及び収入・支出決算書（案）

について 【資料１・２】

（２）令和３年度事業計画（案）及び収支予算（案）について 【資料３・４・５】

（３）令和４年度以降の大会開催について 【資料６・７】

（４）令和４年度役員の選任について 【資料８】

（５）未加入機関への加入依頼状の送付について 【資料９】

（６）全国特別支援教育センター協議会規約の運用についての

申し合わせ事項の改正について 【資料１０】

＜閉会＞

資料１ 令和２年度全国特別支援教育センター協議会事業報告（案）

資料２ 令和２年年度全国特別支援教育センター協議会収入・支出決算書（案）

及び監査結果報告書

資料３ 令和３年度全国特別支援教育センター協議会事業計画（案）

資料４ 令和３年度全国特別支援教育センター協議会収支予算（案）及び第４５回

全国特別支援教育センター協議会研究協議会(宮崎県大会)予算案(概算)

資料５ 第４５回全国特別支援教育センター協議会研究協議会（宮崎県大会）

開催要項（案）

資料６ 令和４年度以降の大会開催予定一覧（案）

資料７ 令和４年度第４６回全国特別支援教育ｾﾝﾀｰ協議会研究協議会愛媛県大会

資料８ 令和４年度全国特別支援教育センター協議会役員名簿（案）

資料９ 全国特別支援教育センター協議会加入機関一覧

資料１０ 「全国特別支援教育センター協議会規約の運用についての申し合わせ

事項」の改正について



参考資料１ 全国特別支援教育センター協議会規約

参考資料２ 全国特別支援教育センター協議会規約の運用についての申し合わせ事項

参考資料３ 大会開催地の選出方法について

参考資料４ 大会・研究協議会の分科会別協議主題等（直近状況）

＜国立特別支援教育総合研究所 事業説明＞

１．研究企画部 【資料１】

２．研修事業部 【資料２】

３．情報・支援部 【資料３】

４．発達障害教育推進センター 【資料４】

５．インクルーシブ教育システム推進センター 【資料５】

資料１ 研究企画部業務説明

資料２ 研修事業説明

資料３ 情報・支援部事業説明

資料４ 発達障害教育推進センター業務説明

資料５ インクルーシブ教育システム推進センターについて



資料１

令和２年度全国特別支援教育センター協議会事業報告（案）

１．第４４回全国特別支援教育センター協議会研究協議会（青森県大会）の開催

期 日：令和２年１０月３０日（金）

開催方法：ＷＥＢ会議による開催

主 管：青森県総合学校教育センター

２．令和２年度全国特別支援教育センター協議会総会の開催

（１）第１回総会

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年度総会はメール審議で開催すること

として第１回役員会で決定しました。

総会は加入機関メーリングリストにて、令和３年１月２６日（火）に「令和元年度事業

報告及び決算について」等について照会を開始し、２月１２日（金）までに意見等回答

いただき、議決しました。

（２）第２回総会

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和３年度の総会・研究協議会についても今

後の見通しが難しいため、オンライン開催について検討が必要となり、急遽開催しました。

加入機関メーリングリストにて、令和３年３月１６日（火）に照会を開始し、３月２４

日（水）までに意見等回答いただき、議決しました。

３．令和２年度全国特別支援教育センター協議会役員会の開催

（１）第１回役員会

新型コロナウイルス感染症の影響により、例年どおり第４４回全国特別支援教育センタ

ー協議会総会・研究協議会（青森県大会）（以下、「大会」という。）を開催することが困

難な状況だったため、開催方法の変更について検討が必要となり、急遽開催しました。

役員会メーリングリストにて、令和２年７月３日（金）に照会を開始し、７月１０日（金）

までに意見等回答いただき、議決しました。



（２）第２回役員会

大会はオンライン開催となったため、総会の議事について諮るため開催しました。

役員会メーリングリストにて、令和２年８月１８日（火）に「令和元年度事業報告（案）

及び収入・収支決算書（案）について」等について照会を開始し、８月３１日（月）まで

に意見等回答いただき、議決しました。

（３）第３回役員会

役員会メーリングリストにて、令和２年１０月２日（金）に「令和２年度全国特別支援

教育センター協議会会費の徴収について」等について照会を開始し、１０月９日（金）ま

でに意見等回答いただき、議決しました。

（４）第４回役員会

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和３年度の総会・研究協議会についても今

後の見通しが難しいため、オンライン開催について検討が必要となり、急遽開催しました。

役員会メーリングリストにて、令和３年１月２６日（火）に照会を開始し、２月１２日

（金）までに意見等回答いただき、議決しました。

４．令和２年度全国特別支援教育センター協議会加入機関名簿の作成

５．第３回国立特別支援教育総合研究所研究力向上セミナーの参加・視聴

期 日：令和３年３月３日（水）１５：００～１６：００

開催方法：ＷＥＢ会議による開催

テ ー マ：ゲーム依存症とは ～子どもに及ぼす影響を考える～

講 師：樋口 進（久里浜医療センター 院長）

６．インターネットを活用した全国の特別支援教育センター等同士のネットワークの構築

について検討



令和２年度全国特別支援教育センター協議会

収入・支出決算書（案）
（令和２年４月１日～令和３年３月３１日）

収 入 の 部 （単位：円）

科 目 予 算 額 決 算 額 内 訳

１．前期繰越金 ２５７，７５８ ２５７，７５８

２．会 費 ３１５，０００ ３１５，０００ 独立機関@9,000円× 9 機関＝ 81,000 円

併設機関@4,500円× 52 機関＝ 234,000 円

３．雑 収 入 － １ 利息収入

４．総会・研究協 ８２，７９３ 第４４回大会オンライン開催に伴う残額

議会(大会)負担金 －

残額

計 ５７２，７５８ ６５５，５５２

支 出 の 部 （単位：円）

科 目 予 算 額 決 算 額 内 訳

１．総会・研究協 １００，０００ １００，０００ 第４４回大会負担金

議会(大会)負担金

２．次期主管引継 ４，２５０ ３，３２６ 特総研→青森県・宮崎県

に係る配送費

３．事 務 費 ３０，０００ １６，６７２ 通信費、振込手数料等

４．予 備 費 ４３８，５０８ ０

小 計 ５７２，７５８ １１９，９９８

次 期 繰 越 金 － ５３５，５５４

計 ５７２，７５８ ６５５，５５２

資料２



主管：青森県総合学校教育センター

１　収入

科目 当初予算 最終予算 金額 収支 内訳

団体助成金 100,000 100,000 100,000 0 全特センター協議会(大会運営費）

参加費 0 0 0 0

計 100,000 100,000 100,000 0

２　支出

科目 当初予算 最終予算 金額 収支 内訳 備考

報償費 0 0 0 0

旅費・交通費 0 0 0 0

消耗品費 659 659 8,540 △ 7,881 LEDライト、DVD-R Web開催に伴い、照明・映像記録用DVDを購入

製本・印刷費 37,650 37,650 5,250 32,400 コピー用紙、ファイル Web開催に伴い、参加者への資料送付は無し

会議費 0 0 2,003 △ 2,003 湯茶等、除菌シート 運営用として購入

通信費 54,100 54,100 534 53,566 郵送料 Web開催に伴い、参加者への資料送付は無し

会場費 0 0 0 0

予備費 7,591 7,591 880 6,711 振込手数料 返金に伴う振込手数料

合計 100,000 100,000 17,207 82,793

１　収入　100,000円　-　２　支出　17,207円　＝　82,793円　は全特セ事務局に返金いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和3年2月1日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第44回全国特別支援教育センター協議会研究協議会(青森県大会)事務局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青森県総合学校教育センター　　甲田　真希子

第44回全国特別支援教育センター協議会研究協議会(青森県大会)決算（案）







資料３

令和３年度全国特別支援教育センター協議会事業計画（案）

１．第４５回全国特別支援教育センター協議会研究協議会（宮崎県大会）の開催

期 日：令和３年１０月２９日（金）

会 場：ＷＥＢ会議による開催

主 管：宮崎県教育研修センター

第４５回全国特別支援教育センター協議会研究協議会（宮崎県大会）（以下、「大会」

という。）は、新型コロナウイルス感染症の影響により、集合での実施が困難なことから、

令和２年度第２回総会において、ＷＥＢ会議により開催することとして議決しました。

２．令和３年度総会の開催

令和２年度第２回総会において、今後の総会はオンラインにて開催することとして議

決しました。

３．全国特別支援教育センター協議会役員会の開催

（１）第１回役員会

＊令和３年６月１６日（水）～６月３０日（水）

（２）第２回役員会

＊役員会メーリングリストにて、８月中に照会を開始し、意見等回答いただき、

議決します。

４．令和３年度全国特別支援教育センター協議会加入機関名簿の作成

５．オンラインを活用した全国特別支援教育センター協議会加入機関同士の交流



令和３年度全国特別支援教育センター協議会収支予算(案)

収 入 の 部 （単位：円）

科 目 金 額 内 訳

１．前期繰越金 ５３５，５５４

２．会 費 ３１５，０００ 独立機関@ 9,000円× 9機関＝ 81,000円
併設機関@ 4,500円× 52機関＝ 234,000円

計 ８５０，５５４

支 出 の 部 （単位：円）

科 目 金 額 内 訳

１．大会負担金 １００，０００ 第４５回大会負担金

２．次期主管引継に ３，２２０ 宮崎県→特総研（横須賀）→川崎市

係る配送費

３．事 務 費 ３０，０００ 配送費、通信費、振込手数料等

４．予 備 費 ７１７，３３４

計 ８５０，５５４

※ 科目間の流用については、会長に一任する。

資料４



主管：宮崎県教育研修センター

１　収入

科目 当初予算内訳

団体助成金 100,000 全特センター協議会(大会運営費）

計 100,000

２　支出

科目 当初予算内訳 備考

報償費 10,000 記念講演講師謝金 10,000 × 1 ＝ 10,000

旅費・交通費 7,000 講師 1,000

消耗品費 63,000 DVD-R、用紙、文具、WEB会議用消耗品 20,000 × 1 ＝ 20,000

製本・印刷費 10,000 コピー用紙、ファイル 10,000 × 1 ＝ 10,000

会議費 0 3,000

通信費 10,000 郵便料 10,000 × 1 ＝ 10,000

会場費 0

予備費 0 0

合計 100,000 100,000

第45回全国特別支援教育センター協議会研究協議会(宮崎県大会)予算（案）

単価 回/人/個



 

第 45 回全国特別支援教育センター協議会研究協議会（宮崎県大会）開催要項（案）  

共生社会の形成に向けた特別支援教育の推進  

～子ども一人一人の学びのニーズに応じた質の高い教育支援システムを目指して～  

 

１ 目的 

  全国各地の特別支援教育センターや教育センター等が実施している事業の諸問題について、研

究発表及び協議、情報交換等を行うことで、センター相互の連絡提携を密にして、特別な支援を必

要とする子ども一人一人の教育的ニーズに応じた教育の充実・振興に寄与する。  

 

２ 大会主題 

共生社会の形成に向けた特別支援教育の推進  

～子ども一人一人の学びのニーズに応じた質の高い教育支援システムを目指して～  

３ 主催 

  全国特別支援教育センター協議会  

 

４ 主管 

  宮崎県教育研修センター 

 

５ 後援（予定）  

  文部科学省   宮崎県教育委員会  

 

６ 開催期日  

  令和３年１０月２９日（金）  

 

７ 開催方法  

WEB 開催（Zoom を使用予定）  

 

８ 日程 

 

 

 

 

 

 

９ 内容 

（1）開会の挨拶  

全国特別支援教育センター協議会会長  

全国特別支援教教育センター協議会（宮崎県大会）大会長  

 

（2）講話 

   文部科学省初等中等教育局特別支援教育課長（予定）  

 

(3) 講演 

演題：「宮崎県のスクールワイドＰＢＳに関する取り組み（仮）」  

講師：宮崎大学教育学部  准教授  半田  健  

 

（4）事業説明  

   独立行政法人  国立特別支援教育総合研究所  

 

 

 
宮崎県シンボルキャラクター「みやざき犬」  

資料５



 

（5）全体協議会  

テーマ「これからのオンライン研修の在り方（仮）」  

発   表：未定   

助言者：未定  

司会者：未定  

 

(6) 閉会の挨拶  

全国特別支援教育センター協議会会長  

全国特別支援教育センター協議会（宮崎大会）大会長  

次期開催主管機関代表者  

 

10 参加申込方法 

  別紙を参照の上、所定の web サイトより申込みをお願いいたします。 

 

11 大会当日の参加方法  

   WEB 開催のため、当日アクセスする URL や参加方法の詳細については事前にメールでご案内

いたします。 

 

12 参加費 

  無料  

 

13 お問合せ先  

宮崎県教育研修センター教育支援課  

全特セ宮崎県大会事務局  岡田  直幸（おかだ なおゆき）  

〒880-0835 宮崎県宮崎市阿波岐原町前浜 4276 番 729 

TEL：０９８５－２４－３１４８  

FAX:０９８５－２４－３５７８  



資料６ 

 

令和４年度以降の大会開催予定一覧（案） 

 

年 度 回 開催ブロック（主管機関） 

令和４年度 第４６回 
中国四国ブロック 

   （愛媛県総合教育センター）（令和元年度に内定） 

令和５年度 第４７回 
政令指定都市ブロック 

（川崎市総合教育センター）（令和２年度に内定） 

令和６年度 第４８回 

東海北陸ブロック 

（愛知県総合教育センター） 

（令和３年度総会において内定予定）  

令和７年度 第４９回 近畿ブロック 

令和８年度 第５０回 関東甲信越ブロック 

令和９年度 第５１回 北海道・東北ブロック 

令和１０年度 第５２回 九州ブロック 

 

※ 令和７年度以降の大会予定については、「大会開催地の選出方法について」 

［参考資料３参照］の内容に従って、持ち回りで順番を決定している。 

 



 
愛媛県イメージ  

アップキャラクター 
みきゃん 

 

期  日  令和４年 10 月 27 日（木）・28 日（金） 

会  場  にぎたつ会館 
      (松山市道後姫塚 118－２) 

      ※オンライン開催になる場合もあります。 

主  催  全国特別支援教育センター協議会 

主  管  愛媛県総合教育センター 
     TEL(089)963-3111(代表)／FAX(089)963-3146 

   

 

 
 

  

  

資料７



資料８

役　職 所 属 機 関 ・ 職 名 氏     名 備     考

会　長 国立特別支援教育総合研究所　理事長 宍 戸　和 成

国立特別支援教育総合研究所　理事 梅 澤　　 敦

愛媛県総合教育センター　所長 沖 田　浩 史 令和４年度大会開催地

川崎市総合教育センター　所長 佐 藤　公 孝 令和５年度大会開催予定

北海道立特別支援教育センター　所長 日 向  正 明 北海道ブロック

岩手県立総合教育センター　所長 村 上     弘 東北ブロック

群馬県総合教育センター（特別支援教育センター）　所長 竹 之 内　篤 関東甲信越ブロック

福井県特別支援教育センター　所長 岸 野　美 佳 東海・北陸ブロック

和歌山県教育センター学びの丘　所長 西  嶋  　淳 近畿ブロック

広島県立教育センター　所長 杉 原　満 治 中国・四国ブロック

大分県教育センター　所長 内海　真理子 九州ブロック

名古屋市教育センター　所長 藤 井　昌 也 政令指定都市ブロック

青森県総合学校教育センター　所長 三 戸　延 聖 令和２年度大会開催地

愛知県総合教育センター　所長 加 藤　文 彦 令和６年度大会開催予定

顧　問 宮崎県教育研修センター　所長 黒 木　健 一 令和３年度大会開催地

令和４年度全国特別支援教育センター協議会役員名簿（案）

令和３年７月２９日　現在

副会長

理　事

監　事



全国特別支援教育センター協議会加入機関一覧

令和３年４月１日現在

独立機関（９機関）
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 千葉市養護教育センター
北海道立特別支援教育センター 横浜市特別支援教育総合センター
福島県特別支援教育センター 北九州市立特別支援教育相談センター
福井県特別支援教育センター 福岡市教育委員会発達教育センター
兵庫県立特別支援教育センター

併設機関（５２機関）
青森県総合学校教育センター 鳥取県教育センター
岩手県立総合教育センター 島根県教育センター
宮城県総合教育センター 岡山県総合教育センター
秋田県総合教育センター 広島県立教育センター
山形県教育センター やまぐち総合教育支援センター
茨城県教育研修センター 徳島県立総合教育センター
栃木県総合教育センター 香川県教育センター
群馬県総合教育センター 愛媛県総合教育センター
埼玉県立総合教育センター 高知県教育センター
千葉県総合教育センター 福岡県教育センター
東京都教職員研修センター 佐賀県教育センター
神奈川県立総合教育センター 長崎県教育センター
新潟県立教育センター 熊本県立教育センター
富山県総合教育センター 大分県教育センター
石川県教員総合研修センター 宮崎県教育研修センター
山梨県総合教育センター 鹿児島県総合教育センター
長野県総合教育センター 沖縄県立総合教育センター
岐阜県総合教育センター 川崎市総合教育センター
静岡県総合教育センター 名古屋市教育センター
愛知県総合教育センター 京都市教育委員会事務局指導部
三重県教育委員会事務局 総合育成支援課
滋賀県総合教育センター 大阪市教育委員会事務局指導部
京都府総合教育センター インクルーシブ教育推進室
大阪府教育センター 広島市教育センター
奈良県教育委員会事務局 静岡市特別支援教育センター
特別支援教育推進室 浜松市教育総合支援センター
和歌山県教育センター学びの丘 新潟市立総合教育センター

相模原市教育センター
（計６１機関）

※ 全国特別支援教育センター協議会ホームページアドレス
URL http://www.nise.go.jp/zentokusen

加盟申し出いただいていない機関（７機関）
札幌市教育センター 神戸市総合教育センター

仙台市教育センター 堺市教育センター

さいたま市立教育研究所 岡山市教育研究研修センター

熊本市教育センター
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「全国特別支援教育センター協議会規約の運用についての申し合わせ

事項」の改正について

１．改正理由

事務局機関である国立特別支援教育総合研究所の部署名変更に伴い改正する。

２．改正概要

事務局の主事を「研究推進係長」とする。（第７条関連事項）

３．改正日(施行日)

総会において承認された日

資料１０
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全国特別支援教育センター協議会規約の運用についての申し合わせ事項の一部改正案・新旧対照表

（傍線の部分は改正部分）

改 正 後 現 行

全国特別支援教育センター協議会規約の運用についての申し合わせ事項 全国特別支援教育センター協議会規約の運用についての申し合わせ事項

最近改正 令和３年７月２９日 最近改正 令和元年１２月２６日

第５条２ (2)～第６条３ （略） 第５条２ (2)～第６条３ （略）

第７条 本会の事務局は、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に置 第７条 本会の事務局は、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に置

く。 く。

事務局長、主幹及び主事は、それぞれ同研究所総務部長、総務企画課 事務局長、主幹及び主事は、それぞれ同研究所総務部長、総務企画課

長及び研究推進係長をもって充てる。 長及び企画評価係長をもって充てる。



 

 

全国特別支援教育センター協議会規約の運用についての申し合わせ事項（案） 

 

最近改正 令和３年７月２９日 

 

第５条２ (2) 副会長は、総会において選出する。 

  副会長は、協議会の年次総会・研究協議会の当番センター所長、次年度開催県所長、 

及び独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理事の３名とする。 

 

第５条２ (3) 理事は、･･････各代表１名として、総会において選出する。 

  事務局は、翌年度理事候補者の推薦に伴う事務を行うものとする。 

  各ブロックの理事は、当該年度の全国大会(総会)の機会を利用して、ブロック毎に 

翌々年度の理事候補者について協議し、翌年３月３１日までに会長あて推薦する。 

 

第５条２ (4) 監事は、総会の決議を経て、会長が委嘱する。 

  監事には、前々年度及び次々年度の協議会年次総会・研究協議会開催地（主管） 

センター所長を委嘱する。 

 

第５条２ (9) 顧問は、総会の決議を経て、会長が委嘱する。 

  顧問には、前年度開催センターの所長を委嘱する。 

 

第５条３   役員の任期は１年とする。 

当該年度の役員の任期は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

第６条３ 役員会は、第５条に規定する役員をもって組織し、会長が招集し、次の事項

を審議する。 

  役員会は、総会開催場所において開催するほか、必要に応じてメール審議とする。 

 

第７条  本会の事務局は、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に置く。 

  事務局長、主幹及び主事は、それぞれ同研究所総務部長、総務企画課長及び研究推進

係長をもって充てる。 

 



全国特別支援教育センター協議会規約

（名 称）

第 １ 条 本会は、全国特別支援教育センター協議会という。

（組 織）

第 ２ 条 本会は、本会に加盟した特別支援教育センター又はこれに準ずる機関及び設置予

定の機関（以下「特別支援教育センター」という。）をもって組織する。

（目 的）

第 ３ 条 本会は、全国の特別支援教育センター相互の連絡を緊密にするとともに、相連携

して、特別支援教育の充実、振興に寄与することを目的とする。

（事 業）

第 ４ 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 研究協議会の開催

(2) 特別支援教育研究に必要な資料の交換及び収集

(3) その他本会の目的を達成するための事業

（役 員）

第 ５ 条 本会に次の役員を置く。

会 長 １ 名

副会長 ３ 名

理 事 ８ 名

監 事 ２ 名

顧 問 若干名

２．役員の選出及び任務は、次のとおりとする。

(1) 会長は、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理事長をもって充てる。

(2) 副会長は、総会において選出する。

(3) 理事は、北海道、東北、関東甲信越、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州

のブロック及び政令指定都市の各代表１名として、総会において選出する。

(4) 監事は、総会の決議を経て、会長が委嘱する。

(5) 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。

(6) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

(7) 理事は、会務を審議する。

(8) 監事は、本会の経理を監査する。

(9) 顧問は、総会の決議を経て、会長が委嘱する。

３．役員の任期は１年とし、再任を妨げない。但し、役員が欠けた場合における補欠

の役員の任期は残任期間とする。

（会 議）

第 ６ 条 本会に次の会議を置く。

(1) 総 会

(2) 役 員 会
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２．総会は、毎年１回会長が招集し、次の事項を審議する。

(1) 本会の基本方針に関すること。

(2) 規約の制定及び改廃に関すること。

(3) 加入機関の承認に関すること。

(4) 役員の選任及び解任に関すること。

(5) 年間事業計画及び予算の承認に関すること。

(6) 事業実施報告及び決算の承認に関すること。

(7) そ の 他

３．役員会は、第５条に規定する役員をもって組織し、会長が招集し、次の事項を審

議する。

(1) 年間事業計画及び予算に関すること。

(2) 事業実施報告及び決算に関すること。

(3) その他役員会が必要と認める事項

（事 務 局)

第 ７ 条 本会の事務局は、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に置く。

（会 計)

第 ８ 条 本会の運営は、会費、補助金、その他の収入をもって充てる。

２．本会の会費の額は、次のとおりとする。

(1) 独立機関 ９千円

(2) 併設機関等 ４千５百円

３．本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

（委 任)

第 ９ 条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。

附 則 この会則は昭和 52年 9月 22日から施行する。

附 則 この改正規約は昭和 55年 9月 25日から施行する。

附 則 この改正規約は昭和 58年 10月 20日から施行する。

附 則 この改正規約は昭和 60年 10月 3日から施行する。

附 則 この改正規約は平成 3年 4月 1日から施行する。

附 則 この改正規約は平成 7年 9月 28日から施行する。

附 則 この改正規約は平成 8年 9月 19日から施行する。

附 則 この改正規約は平成 13年 4月 1日から施行する。

附 則 この改正規約は平成 14年 4月 1日から施行する。

附 則 この改正規約は平成 18年 4月 1日から施行する。

附 則 この改正規約は平成 19年 4月 1日から施行する。

附 則 この改正規約は平成 21年 4月 1日から施行する。

附 則 この改正規約は平成 23 年 12 月 27 日から施行する。ただし、改正後の第８条

の規約は、平成24年度から適用する。

附 則 この改正規約は平成 27年 11月1日から施行する。
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全国特別支援教育センター協議会規約の運用についての申し合わせ事項 

 

最近改正 令和元年１２月２６日 

 

第５条２ (2) 副会長は、総会において選出する。 

  副会長は、協議会の年次総会・研究協議会の当番センター所長、次年度開催県所長、 

及び独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理事の３名とする。 

 

第５条２ (3) 理事は、･･････各代表１名として、総会において選出する。 

  事務局は、翌年度理事候補者の推薦に伴う事務を行うものとする。 

  各ブロックの理事は、当該年度の全国大会(総会)の機会を利用して、ブロック毎に 

翌々年度の理事候補者について協議し、翌年３月３１日までに会長あて推薦する。 

 

第５条２ (4) 監事は、総会の決議を経て、会長が委嘱する。 

  監事には、前々年度及び次々年度の協議会年次総会・研究協議会開催地（主管） 

センター所長を委嘱する。 

 

第５条２ (9) 顧問は、総会の決議を経て、会長が委嘱する。 

  顧問には、前年度開催センターの所長を委嘱する。 

 

第５条３   役員の任期は１年とする。 

当該年度の役員の任期は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

第６条３ 役員会は、第５条に規定する役員をもって組織し、会長が招集し、次の事項

を審議する。 

  役員会は、総会開催場所において開催するほか、必要に応じてメール審議とする。 

 

第７条  本会の事務局は、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に置く。 

  事務局長、主幹及び主事は、それぞれ同研究所総務部長、総務企画課長及び企画評価

係長をもって充てる。 

 



参考資料３

大会開催地の選出方法について

平成７年９月２８日申し合わせより

１．選出方法及び開催順位（周期）は、以下のとおりとする。

１）ブロック単位で選出

北海道・東北、関東甲信越、東海北陸、近畿、中国四国、九州、政令指定都市の７

ブロックで、大会開催ブロックの順番を決める。

なお、開催地（機関）は、当該ブロック内で選出する。

２）開催順位（周期）

順 番 ブ ロ ッ ク 名

１ 関 東 甲 信 越

２ 北 海 道 ・ 東 北

３ 九 州

４ 中 国 四 国

５ 政 令 指 定 都 市

６ 東 海 北 陸

７ 近 畿

２．各ブロックの理事は、大会開催地について、開催年度の４年前までに当該ブロック内

の開催地を内定し、事務局に通知するものとする。



全国特別支援教育センター協議会
大会・研究協議会の分科会別協議主題等（直近状況）

令和３年 事務局まとめ

回／期日／主管機関 研究主題 全体発表テーマ 協議 記念講演等 文科省

第 45回 共生社会の形成に これからのオンライン研修の在り方（仮） 調整中 宮崎県におけるス 調整中
R3.10.29 向けた特別支援教 発表：調整中 クールワイド PBS
宮崎県教育研修セン 育の推進 の展開（仮）
ター(WEB開催) ～子ども一人一人 宮崎大学教育学部

の学びのニーズに 准教授 半田健
応じた質の高い教
育支援システムを
目指して～

第 44回 子供の学びをつな 特別支援教育における学びをつなぐ ICT活用 全体協議 なし 特別支援教
R2.10.30 ぐ特別支援教育 発表：京都府、青森県 育の充実に
青森県総合教育セン ついて
ター(WEB開催) 課長
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回／期日／主管機関 研究主題 第１分科会（教育相談） 第２分科会（研修） 第３分科会（調査・研究営） 第４分科会（管理・運 記念講演等 文科省

第 43回 インクルーシブ教 地域や関係機関と連携した 特別支援教育の専門性向上 一人一人の教育的ニーズに インクルーシブ教育シス 「認知科学から見 特別支援教
R1.10.24-10.25 育システムの構築 多様なニーズに応える相談 の在り方 応じることのできる指導・ テム構築に向けた今後の た発達障害-社会脳 育行政の現
山梨県総合教育セン に向けた特別支援 体制の在り方 支援に関する調査・研究と 教育センターの在り方 の発達とその障害」 状と課題
ター（中止） 教育の推進 その活用の在り方 山梨大学医学部看護学 課長

発表：福岡市・沖縄県 発表：和歌山県・山梨県 発表：北海道・広島県・京都府 発表：秋田県・神奈川県 科 教授 相原 正男 氏

第 42回 社会に開かれた特 関係機関や地域とのつなが 特別支援教育に携わるすべ 一人一人の教育的ニーズに インクルーシブ教育シス 「オムロン京都太 特別支援教
H30.11.1-11.2 別支援教育 りを大切にした多様なニー ての教職員の専門性向上の 応えることのできる指導・ テム構築に向けた今後の 陽における障がい 育行政の現
京都府総合教育セン ズに応える相談支援体制の ための研修の在り方 支援に関する調査・研究と 教育センターの在り方 者雇用拡大の取り 状と課題
ター 在り方 その活用の在り方 組み」 課長

発表：京都府 発表：兵庫県・千葉県 発表：広島県・山口県・長崎県 発表：福井県・京都府 オムロン京都太陽株式会社
代表取締役社長 宮地功 氏

第 41回 伸ばそう個性 広 関係機関や地域とのつなが 特別支援教育に携わるすべ 一人一人の教育的ニーズに インクルーシブ教育シス 「障害のパラダイ 特別支援教
H29.10.26-10.27 げよう子どもたち りを大切にした多様なニー ての教職員の専門性向上の 応えることのできる指導・ テム構築に向けた今後の ムシフト－障害者 育の動向、
静岡県総合教育セン の可能性 ズに応える相談支援体制の ための研修の在り方 支援に関する調査・研究と 教育センターの在り方 権利条約第 24条の 施策等につ
ター 在り方 その活用の在り方 国内実施－」静岡県立大 いて

発表：浜松市・静岡県 発表：長崎県・宮崎県・新潟市 発表：東京都・京都府・広島県 発表：静岡県 学 教授 石川 准氏 企画官

第 40回 人と地域で未来へ 多様なニーズに応える合理 インクルーシブ教育システ 合理的配慮の視点を踏まえ インクルーシブ教育シス 「ともに育つ～表 特別支援教
H28.10.27-10.28 つなぐ共生社会の 的配慮の視点を踏まえた相 ム構築を見据えた今後の研 た指導・支援に関する調査 テム構築に向けた今後の 現することは生き 育の現状と
千葉市養護教育セン 形成に向けた特別 談支援体制の在り方 修の在り方 ・研究とその活用の在り方 教育センターの在り方 ること～」 課題
ター 支援教育の推進 発表：島根県 荒川知子とファミリーアンサンブル 課長補佐

発表：神奈川県・千葉市 発表：北海道・長崎県 発表：千葉県・京都府・広島県 話題提供：千葉県

第 39回 ともに つながる 多様なニーズに応える相談支 特別支援教育を推進するた 学校や子どもに還元できる指導 全ての学校における特別 「環境づくりから 特別支援教
H27.10.29-10.30 ・つながりあう 援体制の在り方 めの授業づくり研修の在り ･支援に関する調査・研究と 支援教育の浸透・定着に 始めよう 思いや 育の現状と
島根県教育センター その先にある 子 方 その活用の在り方 向けた教育センターの在 り文化と人づくり」 課題

どもたちの未来に 発表：長崎県・鳥取県 り方 （株）さんびる 代表取締役 田中正 課長
むけて 発表：滋賀県・沖縄県 発表：北海道･京都府･広島県 発表：熊本県・和歌山県 彦氏

第 38回 一人一人の子ども 多様なニーズに応える相談 多様な学びの場における特 学校や子どもに還元できる 全ての学校における特別 「天使がこの世に 特別支援教
H26.10.30-10.31 の能力や可能性を 支援体制の在り方 別支援教育を推進するため 教材教具や指導方法に関す 支援教育の浸透・定着に 降り立てば～ダウ 育行政の現
大分県教育センター 引き出す特別支援 の人材育成研修の在り方 る調査・研究とその活用の 向けた教育センターの在 ン症の書家翔子と 状と課題

教育の推進を目指 発表：北海道、京都府 発表：広島県、佐賀県 在り方 り方 共に生きて」書家 金澤 企画官
して 発表：岩手県･京都府･長崎県 発表：大阪府、熊本県 泰子氏

第 37回 全ての子どもの学 多様なニーズに応える相談 学校や地域における特別支 特別支援教育の充実に関す 全ての学校における特別 山形の特別支援教 特別支援教
H25.10.31-11.1 びを保障する特別 支援体制の在り方 援教育を推進するための研 る調査・研究とその活用の 支援教育の浸透・定着に 育のサポーターと 育行政の現
山形県教育センター 支援教育の推進を 修の在り方 在り方 向けた教育センターの在 して」 状と課題

目指して 発表：山形県 発表：福井県、北海道 発表：茨城県･京都府･広島県 り方 ＦＲ教育臨床研究所所長 課長
発表：福島県、山形県
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第 36回 全ての学校におけ 就学・就労を見据えた地域 学校や地域における特別支 特別支援教育における指導 特別支援教育の理解と啓 シンポジウム 特別支援教
H24.11.1-2 る特別支援教育の 連携による相談体制支援に 援教育を推進するための研 の充実に関する調査・研究 発に向けた取組について 「今後の特別支援 育の現状と
東京都教職員研修セ 推進を目指して 向けて 修の在り方 とその活用の在り方 教育の在り方につ 課題
ンター 発表：香川県・東京都 発表：広島県･北海道･沖縄県 発表：広島県･長崎県･秋田県 発表：神奈川県・岩手県 いて~多様な学びの場の整備を 課長

通して~」

第 35回 ともに学び ともに 地域のネットワークと相談 多様な学びの場での特別支 学校や支援を必要とする子 特別支援教育の浸透・定 医療機関が果たす役割、教育機関に期 特別支援教
H23.11.17-18 生きる 特別支援教 支援体制の在り方 援教育を推進する人材育成 どもに関する調査・研究と 着に向けた教育センター 待すること－(略)－ 育の現状と
滋賀県総合教育セン 育をめざして 研修体系の在り方 その活用の在り方-(略)- の在り方 展望
ター 発表：長野県、情報交換 発表：京都府、情報交換 発表：岡山県･広島県･広島市 発表：北海道、情報交換 パームこどもクリニック院長 課長補佐

第 34回 地域で自立した生 地域でのネットワーク作り 地域の特別支援教育を推進 特別支援学校におけるキャ 特別支援教育の浸透・定 岐阜県の特別支援 特別支援教
H22.10.28-29 活をし、地域に貢 と支援体制の在り方 する人材育成研修体系の在 リア教育の充実に向けた調 着に向けた教育センター 教育がめざすもの 育行政の現
岐阜県総合教育セン 献する力の育成を り方 査研究の在り方 の在り方 岐阜大教授 状と課題
ター めざして 発表：千葉市・沖縄県 発表：北海道・岐阜県 発表：広島県・岐阜県 発表：岐阜県 課長補佐

第 33回 つなぎ、つながる、 つなぎ、つながる相談支援 学校や子どもに還元できる 学校や子どもに還元できる 特別支援教育の浸透・定 特別支援教育に寄 [行政説明]
H21.11.5-6 特別支援教育 体制の在り方 研修体系の在り方 調査研究の在り方 着に向けた教育センター せる親の願い 特別支援教
名古屋市教育センタ の在り方 育の現状
ー 発表：北海道・滋賀県 発表：滋賀県・香川県 発表：広島県 発表：埼玉県 あいち LD 親の会かたつむり 企画官
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